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北九州市告示第２９９号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定により、

指定地域密着型サービス事業者から廃止の届出があったので、同法第７８条の

１１第２号の規定により次のとおり告示する。 

  平成３０年６月２１日 

北九州市長 北 橋 健 治  

地域密着型通所介護 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月

日 

４０７０７

０３１５４

充実生活コミ

ュニティゆめ

りんご 

北九州市八幡西

区大字野面５７

４番地 

有限会社ほっ

と・ハート 

平成３０

年５月３

１日 

４０７０３

００１８３

ＮＰＯあいの

会デイホーム

夕鶴 

北九州市戸畑区

中原西三丁目５

番２５号 

特定非営利活

動法人北九州

あいの会 

平成３０

年５月３

１日 
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北九州市公告第４２０号

農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により農用地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により、次のと

おり公告する。

平成３０年６月２１日

                    北九州市長 北 橋 健 治

（掲示により別紙省略）
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